
事 務 連 絡 

令 和 元 年 （ 2 0 1 9 年 ） ７ 月 ２ 日 

 

各指定障害福祉サービス事業所等 管理者 様 

 

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 

企画・指導係  

 

サービス管理責任者等研修の補足および更新研修の受講対象者の変更について 

 

 平素は本県の障害者支援施策の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者研修について、一定期間毎の

知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップ等

を目的に、本年度、研修カリキュラムや研修体系の見直しが行われました。 

 その中で、集団指導での説明やお問い合わせいただいた内容について、下記のとおり 

補足と変更をいたしますので、ご了知をいただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

① 補足 平成３０年度までにサービス管理責任者等研修分野別研修を修了されており、本

年度以降にサービス管理責任者就任予定者対象研修（相談支援従事者初任者研修の講義

部分）を受講する予定の方について 

 

 

 

今般、改正された研修体系において、「基礎研修修了者」とは、就任予定者対象研修

と基礎研修の両方を修了した者のことを指します。令和３年度までに基礎研修を修了

した者は、修了した日から３年を経過する日までの間は、実務経験要件を満たしてい

れば、サービス管理責任者として配置することができますが、あくまで経過措置です。 

平成３０年度以前に分野別研修を修了していて、本年度以降に就任予定者対象研修

を修了した場合、この時点で基礎研修修了者とみなされます。 

修了日から３年の間に実践研修を修了しなければ、サービス管理責任者としての配

置ができなくなりますので、十分にご注意下さい。 

 

② 変更 本年度実施する更新研修の受講対象者の変更について 

平成１８年度～平成３０年度までの間に就任予定者対象研修と分野別研修を修了さ

れている方については、令和５年度までの間に更新研修を修了しなければ、令和６年度 

以降にサービス管理責任者等としての配置ができないこととされております。 



 

集団指導等でお示ししております令和元年度の「各研修の概要」において、 

更新研修の受講対象者については、 

【変更前】 

平成３０年度までに就任予定者対象研修とサービス管理責任者等研修（分野別研修）の両方を修了して

いる者のうち、平成１８年度から平成２０年度までにサービス管理責任者等研修（分野別研修）を修了

している者 

※複数のサービス管理責任者等研修（分野別研修）を修了されている方は、初めて修了された研修を 

基準にして、考えて下さい。 

【例】平成１８年度に「介護」、平成２３年度に「就労」を修了している。 

⇒平成１８年度が基準になるため、平成３１年度の更新研修の対象となる。 

  

  とお示ししていたところですが、下記のとおり、受講対象者を変更することといたし

ますので、ご了承下さい。 

 

【変更後】 

平成３０年度までに就任予定者対象研修とサービス管理責任者等研修（分野別研修）の両方を修了して

いる者。なお、定員を超える申し込みがあった場合は、平成１８年度から平成２０年度までにサービス

管理責任者等研修（分野別研修）を修了している者を優先して受講決定するものとする。 

※複数のサービス管理責任者等研修（分野別研修）を修了されている方は、初めて修了された研修を 

基準にします。 

  【例】定員９０人対して、分野別研修を平成１８年度に修了した者が９０人、平成２５年度に 

修了した者が９０人、計１８０人の申し込みがあった場合 

      ⇒分野別研修を平成１８年度に修了した者９０人を優先して、受講決定することとなる。 

 

  変更前は、受講対象者を分野別研修の修了年度により限定していましたが、令和５年

度までの後半の年度に受講希望者が集中した場合、更新研修を受講していただけない可

能性があるため、できる限り早い段階で皆様に更新研修を受講していただきたいという

趣旨からすべての方を受講対象とし、定員を超える申し込みがあった場合は、平成１８

年度～平成２０年度までに修了された方を優先的に受講決定するという形に変更しまし

たので、ご了知下さい。 

  なお、今後５年間の更新研修について、定員を超える申し込みがあった場合の取り扱

いは、下記のとおりとする予定です。 

   

令和元年度 ⇒ 平成１８年度～平成２０年度に分野別研修を修了された方を優先的に受講決定 

令和２年度 ⇒ 平成２１年度～平成２３年度に分野別研修を修了された方を優先的に受講決定 

令和３年度 ⇒ 平成２４年度～平成２６年度に分野別研修を修了された方を優先的に受講決定 

令和４年度 ⇒ 平成２７年度～平成２９年度に分野別研修を修了された方を優先的に受講決定 

令和５年度 ⇒       ～平成３０年度に分野別研修を修了された方を優先的に受講決定 
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